
入札参加希望者配布用（清掃、WTO） 

- 1 - 

技術提案書作成要領（清掃、WTO） 

 

 

（重 要） 

１ 技術提案書は、評価基準表に基づいて作成された『評価項目に関する調書』の内容を

満たすための資料になります。 

２ 『評価項目に関する調書』を基に評価を行いますが、裏付けとして技術提案書を確認

することになります。 

３ 調書に記載された数値と提案書にある書類が相違する場合は、提案書で調書以上の確

認ができる場合にあっては、調書の数値を適とします。 

４ 調書に記載された数値と提案書にある書類が相違する場合は、提案書で調書以下の確

認しかできない場合にあっては、調書の数値を適とせず、提案書で確認できる範囲内で

再計算した数値を適とします。 

５ 落札資格要件を満たさない場合は、開札の後に【無効】とし、落札者といたしません。 

 

 

（基本的項目） 

１ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項で保有する登録証

の写しを提出すること。 

 ※ 必要とする組み合わせの例 

   ① 第１号＋第７号 

   ② 第８号＋第７号 

 

２ 建築物環境衛生管理技術者の選任予定については、指定の書式で提出すること。また、

技術者免状の写し及び保険証等の写しを提出すること。 

 

 

（技術要件・清掃業務） 

１ 研修体制 

（１）a.清掃技術向上研修、b.環境研修、c.接遇研修の研修毎に評価します。 

（２）貴社内で実施した研修を評価します。 

（３）貴社の事業年度における各研修の規定の写し、年間計画、要領及び研修内容（事項

書、使用されたテキスト、写真等）等がわかる書類を提出すること。 

（４）調書の評価内容について 

ア 研修毎に、指定された期間における開催日を記入すること。 
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  指定期間：平成２３年１０月１日～平成２４年９月３０日 

イ 『全清掃業務従事者数』は、研修を実施した時の人数です。 

ウ 『うち研修参加者数』は、研修を実施した時の参加した人数です。 

エ 該当する受講者名簿等を提出して下さい。 

  オ 同一内容の研修を複数回に分けて実施した場合は、研修参加者数を合計し、１回

として記載すること。 

（５）外部研修へ参加した実績がある場合は、内容のわかる書類を提出すること。 

（６）内部研修実績が全くない場合、その他全ての技術評価項目は、【０点】となります。

提案書聴取会も行いません。 

（７）貴社に内部研修がなく外部研修のみの場合も同上の取扱いとします。 

 

２ 履行体制及び品質保証取組 

（１）実施計画書について 

ア 次の各項目毎に評価します。 

a.日常清掃 b.定期（特別）清掃 c.廃棄物処理・管理 

d.除草・草刈 e.害虫駆除 

イ 全体工程、作業内容、作業員配置、写真管理、資機材管理等がわかる書類を提出

すること。 

ウ 業務実施計画書の作成は、当該庁舎を受託した場合に、どのように実施するかの

計画書を作成すること。 

エ 実施計画書が全くない場合は、その他全ての技術評価項目は、【０点】となります。

提案書聴取会も行いません。 

 

（２）配置予定の業務関係者について 

ア 業務関係者は次のとおりです。 

  a.建築物環境衛生管理技術者 b.ビルクリーニング技能士 c.清掃作業監督者 

イ 配置予定の建築物環境衛生管理技術者選任１名は、落札資格要件です。 

ウ 資格を証明する書類の写し、保険証等の写しを提出して下さい。 

エ 技術提案書提出時に、配置予定として選任された【建築物環境衛生管理技術者】

は、原則として変更できません。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由

により変更を行う場合には、発注者の了解を得なければなりません。 

オ 契約締結後の業務計画書で評価対象の有資格者（個人は問わない。）が提案書どお

りの有資格者数を下回っていた場合、不誠実な行為とみなし契約解除するとともに、

三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく資格停止を行うことがあります。 

  カ 落札資格要件を満たすこと。 
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（３）配置予定清掃従業員の貴社での経験年数について 

ア 経験年数の基準日は平成２４年９月３０日とする。 

イ 経験年数は、貴社での経験年数とする。 

ウ 調書の記載例を参考に作成の上、提出すること。 

  エ 対象者は、【日常清掃】に従事する者とする。 

オ 契約後に提出される業務計画書において、配置予定従業員の経験年数を保険証等

の写しにより確認する。 

カ 契約締結後の業務計画書で評価対象の業務関係者（個人は問わない。）が提案書ど

おりの経験年数を下回っていた場合、不誠実な行為とみなし契約解除をすることが

あります。 

 

３ 苦情処理 

（１）苦情処理要領を提出すること。 

（２）実際に苦情処理したときの実績がわかる書類一式を、直近のものを事例として提出

すること。 

 

４ 検査体制 

（１）自己検査体制に関する書類を提出すること。 

（２）実績について、直近のものを提出すること。 

 

５ 顧客満足度向上への取組 … 調書のとおり。 

 

 

（企業要件） 

１ 契約実績 

（１）『過去５年間における契約実績証明書』を提出すること。 

（２）『契約履行証明書』を提出すること。 

（３）対象期間：５年間（平成１９年１０月１日～平成２４年９月３０日）とする。 

（４）当該対象期間内で６箇月以上継続の契約を評価の対象とする。 

（５）官公庁・民間企業は問わない。 

（６）延べ面積８千㎡以上の建物とする。 

 

２ 従業員の雇用 

（１）【障害者雇用状況報告書（別紙－３）】を提出すること。 

（２）公共職業安定所の受付の印影が鮮明であること。 

（３）上記報告書の提出が不要の提案者にあっては、障害者手帳の写し等を提出すること。 
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（４）その者の保険証等の写しを提出すること。 

 

３ 地域社会貢献度 

（１）次世代育成支援活動について 

  ア 育児休業制度が記載された規定の写し（表紙及び該当箇所）を提出すること。 

  イ 提案者の提出する当該規定の写しについて、労働基準監督署への提出が義務付け

された提案者の当該規定の写しの表紙については、労働基準監督署の受付の印影が

鮮明であること。 

 

（２）地域ボランティア活動実績について 

ア 『過去１年間における地域貢献の実績調書』を提出すること。 

イ 対象期間：平成２３年１０月１日～平成２４年９月３０日とする。 

ウ 新聞記事、広報記事、社内報等ボランティア活動を行ったことを証明する書面及

び写真等を提出すること。 

エ 『寄付』等があれば、証明する書類（領収書等）を提出すること。 

オ ボランティア活動であることが証明できないものは不可。 

カ 会社廻りの公共敷地における清掃活動等は実績と認めますが、会社敷地内での清

掃活動は実績と認めません。 

 

 

（全般） 

１ 業務の取組姿勢 … 調書のとおり。 

 

 

☆その他 

 １ 提案書聴取会には、選任予定の建築物環境衛生管理技術者の出席をお願いします。 

 ２ 提案書聴取会の所要時間は、説明を 15分以内でして頂くことになりますので、要点

を絞るなど時間配分に気を付けてください。 

 


